
- 28 - 

 

 
主要な方向性 内  容 整備等の性格 

総合的な 
土地利用の誘導 

土地区画整理事業実施地区における適正な土地利用
誘導（青柳・石田、四軒在家地区） 

規制・誘導等 
屋敷林や生産緑地の保全、これらと調和した良好な地
域環境の保全・育成 

都市基盤の整備 

谷保駅南地区及び矢川駅南地区における駅前広場及
び駅前広場アプローチ道路の整備、面的整備事業の検
討 

面 的 整 備 

都市計画道路３・３・２号線の事業の推進 

線 的 整 備 
都市計画道路３・３・１５号線、同３・４・３号線、
同３・４・１４号線の整備 

都市計画道路３・４・１号線の片側一車線化による歩
行環境の整備の推進 

天神公園、城山公園の整備 点 的 整 備 

良好な住環境の
整備 

湧水、水路の保全 

線 的 整 備 
規制・誘導等 

水辺環境の保全 

交通不便地区の解消 

狭あい道路の整備、行き止まり道路の解消 

消火活動困難地域の解消 

地区計画、建築協定の適用 
規制・誘導等 

町名地番の整理 

 

（４）崖線南側地区 

主要な方向性 内  容 整備等の性格 

総合的な 

土地利用の誘導 

インターチェンジ周辺地区における面的整備と連動
した商業・業務機能の誘導 

規制・誘導等 

準工業地域における住宅地と業務地とが共存する市
街地環境の形成 

土地区画整理事業実施地区における適正な土地利用
誘導（谷保第一、谷保第二、寺之下、四軒在家、城山
南、下新田地区） 

崖線、生産緑地の保全、これらと調和した良好な地域
環境の保全・育成 

線 的 整 備 

規制・誘導等 

都市基盤の整備 

土地区画整理事業の推進（城山南、下新田地区） 

面 的 整 備 インターチェンジ周辺地区における面的整備手法の

検討 

都市計画道路３・４・３号線の整備 線 的 整 備 

公園不足地区の解消 点 的 整 備 

良好な住環境の

育成 

湧水、水路の保全 

線 的 整 備 

規制・誘導等 

水辺環境の保全 

交通不便地区の解消 

狭あい道路の整備、行き止まり道路の解消 

消火活動困難地域の解消 

崖線傾斜地の保護、保全 

地区計画、建築協定の適用 
規制・誘導等 

町名地番の整理 

 

 

土地区画整理事業の推進 （城山
南、下新田地区）  ※完了  
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第３章・第４章では南部地域の将来像実現に向けて、「総合的な土地利用の誘導」、

「都市基盤の整備」、「良好な住環境の整備」という３つの主な施策ごとのテーマを推

進するための骨格となる事業をまちづくり計画として示しました。 

この章では、３つの主な施策の骨格となる事業の概要、スペック（規模）及び事業

ごとに含まれる施策別効果、事業化に向けた条件等を明確にするとともに、次章の本

計画期間（10 年間）に実施すべき内容に向けて整理します。 

なお、事業費等の試算にあたっては、土地区画整理方式で実施した場合を想定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画区域 

都市計画決定された矢川上土地区画整理区域を計画区域として、計画面積

は約８．５ｈａです。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 まちづくり計画の事業概要と規模 ～事業化に向けて～ 

第１ 市街地整備計画 

【取組施策】 

＊総合的な土地利用の誘導 

＊都市基盤の整備 

＊良好な住環境の整備 

１．矢川上整備地区（富士見台四丁目地区） 

        計画区域 

矢川上土地区画整理事業
区域の計画線を修正する  

計画区域 

未整備区域 

「未整備区域」を記載する  
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２．事業の概要と施策効果 

この事業は、都市基盤の整備に関する計画に位置付けていますが、以下の

施策効果を含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊都市計画道路の整備に伴う沿道住宅地の沿道街区形成と適正な土地利

用と周辺環境や景観に配慮した良好な市街地形成が誘導できる。 

＊市内で都市計画決定された土地区画整理事業地の未実施地区が解消で

きる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊都市計画決定された都市計画道路３・３・１５号線（主要幹線道路）の

整備が推進できる。 

＊都市計画決定された矢川上公園の一部整備が推進できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 

＊行き止まり道路が解消できる。 

 

３．事業規模 

国立市内の都市計画決定された土地区画整理事業区域では唯一未整備とな

っており、計画面積としては８．５ｈａと比較的大きい規模です。 

試算による全体事業費は、国庫補助金や都市計画道路用地買収費等を考慮

せず約８５億円と推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画区域 

① 南は都市計画道路３・４・１号線（甲州街道）から北はＪＲ南武線まで、

西は都道第１４６号から都市計画道路３・３・２号線を含む府中市境まで

で、全体の計画面積は約１２．５ｈａです。 

② 谷保駅周辺の縮小区域の計画面積は３．４ｈａです。 

 

 

 

 

【事業化に向けて】 

本地区を面的整備する場合は、既に整備が完了した区域（マンション建設

地）を除くと、概ね５０％以上が東京女子体育大学の学校施設であることか

ら、学校運営に多大な影響を与えることが予想されます。 

そのため、将来における市の財政負担や大学を含む関係市民の負担を最小

限に考えた事業化が不可欠であり、本計画期間中は、ＪＲ南武線以南の都市

計画道路３・３・１５号線を施行する東京都関係部署と連携し、その方法等

については、土地区画整理事業の見直しを視野に入れ、地区計画等の制度を

活用したまちづくりの研究・検討を進めるものとします。 

２．谷保駅南整備地区（崖線北側地区） 

本地区は、既に整備が完了 した区域 （マンション
建設地 ）を除 くと大半が東京女子体育大学の敷
地であることから、大学施設の配置等も考慮しな
がら整備手法を検討します。  
また、将来における市 の財政負担や大学を含む
関係市民の負担を低減するため、土地区画整理
事業の見直しや地区計画等の制度を活用 したま
ちづくりを検討するとともに、計画区域内の都市計
画道路３・３・１５号線の整備については、計画区
域外の同路線の施行主体である東京都 と連携
し、整備手法の検討を進めるものとします。  
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（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業概要と施策効果 

この事業は、都市基盤の整備に関する計画に位置付けていますが、以下の

施策効果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊中層の住宅地と地域に密着した住宅・商業複合地として位置付け、景観

に配慮した南部の玄関口にふさわしい土地利用が誘導できる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊計画区域の概ね６％の街区公園が整備できる。 

＊駅前に２，５００㎡の広場用地が整備できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 

＊甲州街道から駅前広場までのアプローチ道路が整備できる。 

＊町名地番が整理できる。 

 

３．事業規模 

この地区は、歴史的に価値のある旧家並みが残る地域ですが、狭あい道路

も多いため、早期の都市基盤の整備が望まれます。 

なお、東京都が施行する都市計画道路３・３・２号線は平成２３年度に事

業認可を受け事業中です。 

事業化を検討するうえでは、①の全体区域は１２．５ｈａと計画面積とし

ての規模が大きいが、②の谷保駅南区域に縮小すると３．１ｈａとなり、事

業化への期待も増加します。 

試算では、全体区域の事業費は補助金等を考慮せず約１２８億円で、縮小

都
市
計
画
道
路
３・
３・
２号
線

縮小区域

駅前広場

道
路施
設
建
築
物

        計画区域① 

        計画区域② 

谷保駅南区域に縮小すると３．４ｈａとなり  

平成２３（２０１１）年度  
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区域の事業費は約３１億円と推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画区域 

計画面積は、１２．４ｈａです。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業概要と施策効果 

この事業は、都市基盤の整備に関する計画に位置付けていますが、以下の

施策効果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊中層の住宅地と地域に密着した住宅・商業複合地として位置付け、景観

に配慮した南部の玄関口にふさわしい土地利用が誘導できる。 

 

【事業化に向けて】 

 本地区全体を面的整備することは、事業規模や地域住民の合意形成から

考えて困難を要するものと想定されることから、谷保駅南周辺のみに縮小

した事業化が現実的と判断します。 

このことを踏まえ、本計画期間中は、将来における市の財政負担や関係

市民の負担を考慮するとともに、鉄道事業者との協議など事業化に向けた

研究・検討を進めるものとします。 

３．矢川駅南整備地区（崖線北側地区） 

        計画区域 

①全体の計画面積は約１２．４ｈａです。  
②矢川駅南周辺の縮小区域の計画面積は６．５ｈａです。  

このことを踏まえ、本計画期間中は、将来における
市の財政負担や関係市民の負担を考慮するととも
に、地域との連携、鉄道事業者やバス事業者との
協議など事業化に向けた研究・検討を進めるものと
します。  

縮小区域を網掛けする  
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第２ 都市基盤の整備 

＊都市計画決定されている東京都が施行する都市計画道路３・３・１５号

線（主要幹線道路）の整備が推進できる。 

＊計画区域の概ね６％の街区公園が整備できる。 

＊駅前に２，５００㎡の広場用地が整備できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 

＊駅前広場までのアプローチ道路が整備できる。 

＊町名地番が整理できる。 

＊緑と水辺空間が創出（矢川沿いは散策路整備）できる。 

 

３．事業規模 

この地区は、計画面積が１２．４ｈａと規模が大きく、矢川駅南周辺区域

に縮小した計画見直しを行うことにより、事業化が現実的と判断します。 

試算では、計画区域の全体の事業費は補助金等を考慮せず約１０２億円と

推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業化に向けて】 

本地区の面的整備については、事業効果が期待できる反面、事業規模や地

域住民の合意形成から考えると困難が予想されることから、さらに矢川駅南

周辺のみに縮小した事業化が現実的と判断します。 

このことを踏まえ、本計画期間中は、南武線立体交差化事業の進捗も踏ま

え、将来における市の財政負担や関係市民の負担を考慮するとともに、鉄道

事業者との協議など事業化に向けた研究・検討を進めるものとします。 
 

計画面積は全体で１２．４ｈａ、矢川駅南周辺の縮小
区域で６．５ｈａとなります。  

本地区の面的整備については、全体区域では事業
規模や地域住民の合意形成から考えると困難が予
想されることから、地権者によるまちづくりの勉強会など
も行われている矢川駅南周辺の縮小区域における事
業化を検討します。  
今後進展するＪＲ南武線連続立体交差事業や都市
計画道路３・３・１５号線整備事業と連携しながら、地
域住民や関係団体と協議・検討を行い、事業実施に
向けた取り組みを進めるものとします。  
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３．事業規模 

この地区は、計画面積が２４．５ｈａと規模が大きく、面的整備による基

盤整備計画を基本とし、道路整備事業など各事業を精査する中で事業化計画

を見直すことが現実的と判断します。 

試算では、計画区域の全体の事業費は補助金等を考慮せず約１１４億円と

推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地区概要 

① 城山南土地区画整理事業の計画面積は、６．４ｈａです。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【事業化に向けて】 

本地区の面的整備については、事業効果が期待できる反面、事業規模や

地域住民の合意形成から考えると困難が予想されることから、地域幹線道

路を含めて個別に事業化することが現実的と判断します。 

このことを踏まえ、本計画期間中は、将来における市の財政負担や関係

市民負担を考慮するとともに、事業の手法や優先性など事業化に向けた研

究・検討を進めるとともに、優先すべき地域幹線道路（都市計画道路 3・4・

14 号線）の一部については道路整備計画として実施に向けた条件整備を進

めます。 
 

５．城山南土地区画整理事業と下新田土地区画整理事業（実施中） 

        計画区域 

５．城山南土地区画整理事業と下新田土地区
画整理事業  ※完了  
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② 下新田土地区画整理事業の計画面積は、１．６ｈａです。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業概要と施策効果 

この事業は、都市基盤の整備に関する計画に位置付けていますが、以下の

施策効果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊インターチェンジ及びその周辺は、商業・業務等の新たな交流拠点とし

ての土地利用を図るとともに、景観や自然環境、住環境に配慮した住工

共生による適正な土地利用が誘導できる。 

＊土地区画整理事業による良好な市街地形成が誘導できる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊土地区画整理事業による計画区域の概ね６％の街区公園が整備できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 

＊自然環境に配慮した里山や農業の保全ができる。 

＊町名地番が整理できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業化に向けて】 

 本事業は既に実施中であり、上記施策効果を達成するため、継続して事

業完了に向けて推進します。 

なお、各土地区画整理事業地周辺で適正な土地利用が図れるように、平

成２４年３月に城山南地区で、平成２４年１２月に下新田地区で地区計画

が決定しています。 

 

        計画区域 

平成２４（２０１２）年  平成２４（２０１２）年  
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東京都・２８市町による多摩地域における都市計画道路の整備方針の第三次事

業化計画の中で、市施行予定の優先整備路線を南部地域内では、都市計画道路３・

４・３号線、同３・４・１４号線、同３・３・１５号線の矢川上土地区画整理区

域部分としています。なお、都市計画道路３・４・３号線のうち東側及び同３・

３・１５号線については、土地区画整理事業による面的整備を想定し、この事業

による条件整備から除外しています。 
 

１．事業概要 

① 都市計画道路３・４・３号線の計画幅員は１８ｍ～２５ｍで、土地区画整

理事業による面的整備部分を除いて、総延長２５３ｍです。 

② 都市計画道路３・４・１４号線の計画幅員は１６ｍ、総延長は５１９ｍです。 

※なお、都市計画道路３・４・３号線の城山から都市計画道路３・３・１５

号線までの間（下図桃色点線部分）については、貴重な自然景観を形成す

る歴史環境地域に指定されている城山公園や崖線を縦断するため、周辺環

境に与える影響等を考慮し、今後の周辺道路ネットワークの状況により見

直しについて検討します。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 道路整備計画 

【取組施策】 

＊総合的な土地利用の誘導 

＊都市基盤の整備 

＊良好な住環境の整備 

１．都市計画道路整備事業 

都市計画道路 

3・4・14 号線 

都市計画道路 3・4・3 号線 

（見直し検討区間） 

都市計画道路 3・4・3 号線 

東京都・特別区・26 市 2 町による東京における都市計画
道路の整備方針 （第四次事業化計画 ）では、南部地域
での市施行予定の優先整備路線を都市計画道路 ３・
４・３号線、３・４・１４号線、３・３・１５号線の矢川上土地
区画整理区域部分としています。  
１ .事業概要  
①都市計画道路３・４・３号線のうち３・４・１４号線以西
の１，０７０ｍについては、将来都市計画道路ネットワーク
の検証を行った結果、必要性を確認できなかったことから
計画廃止を含め検討を行い、計画の方向性を決めた後
に必要な都市計画の手続きを進めていきます。  
②都市計画道路３・４・３号線のうち３・４・１４号線交差
部から日野バイパスまでの計画幅員は１８m で、土地区
画整理事業による面的整備部分を除いて総延長は２５
３m です。  
③都市計画道路３・４・１４号線の計画幅員は１６m、総
延長は５１９m です。３・４・３号線の計画変更が生じた場
合には必要な都市計画手続きを進めていきます。  
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２．事業施策効果 

この事業は、道路整備に関する計画に位置付けていますが、以下の施策効

果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊景観や自然環境、営農環境や住環境に配慮した適正な土地利用の誘導 

＊土地区画整理事業による良好な市街地形成が誘導できる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊都市計画決定された都市計画道路３・４・３号線（地域幹線道路）の整

備が推進できる。 

＊都市計画道路３・４・３号線の一部を含む土地区画整理事業が推進できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 
 

３．事業規模 

２つの道路は、主要幹線道路を結び円滑な交通を処理するとともに、南部

地域の骨格となる重要な地域幹線道路に位置付けられています。 

試算による全体の事業費は、補助金等を含んで以下のように推計していま

す。 

① 都市計画道路３・４・３号線 約９億８千万円 

② 都市計画道路３・４・１４号線 約４０億１千万円 

なお、これらの都市計画道路を街路事業で地方公共団体が施行する場合に

は、以下の補助利用が可能と想定しています。 

① 国の補助金（道路法第 56 条） 

補助率：当該道路の新設又は改築に要する費用の２分の１以内 

② 都の補助金（市町村都市計画事業等に対する都費補助要綱） 

補助率：事業費から国庫補助を除いた費用の２分の１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路以外の道路整備を進めるに当たっては、隣接する方々の住環境に

与える影響が大きいことから、地元や関係地権者、居住者の理解と協力を得るこ

とが不可欠の条件となります。 

さらに、近年の厳しい財政状況や市民ニーズの多様化などによって、道路整備

事業を取り巻く環境が大きく変化する中で、限られた財源でより効率的な事業を

【事業化に向けて】 

 都市計画道路３・３・１５号線、同３・４・３号線の一部は土地区画整理事

業による面的整備区域が含まれているが、この市街地整備手法については事業

効果が期待できる反面、事業規模や地域住民の合意形成から考えると困難が予

想されます。 

このことから、面的整備に限らず、個別に道路整備の事業化することを含め、

本計画期間中に実施に向けた検討を進めます。 

なお、都市計画道路３・４・１４号線は、甲州街道の南北で条件が異なるた

め、それぞれの条件における検討が必要になります。 

２．都市計画道路以外の道路整備事業 

このことから、面的整備に限らず、個別の道路整備の事業化
を含め、本計画期間中に実施に向けた検討を進めます。  
なお、都市計画道路３・４・１４号線は、他の道路との接続、
鉄道との立体交差化など、事業化に向けた条件整備に取 り
組みます。  
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推進するためには、個々の路線において個別に事業化に向けての課題や必要性、

事業効果、費用などについて総合的に検討し、計画的かつ継続的に進めていく必

要があります。 

このような背景の中で、市民ニーズや車両通行の円滑化及び消火活動、歩行者・

自転車通行の安全確保、公共交通路線の確保など総合的に市民生活の利便性向上

を考慮し、現状において整備が必要と考える路線は以下のとおりです。 
 

１．事業概要【※道路整備計画図（P21）参照】 
 
【整備を予定する主な路線】 

 

２．事業概要と施策効果 

この事業は、良好な住環境の整備に関する計画に位置付けていますが、以

下の施策効果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊道路を整備することによって、安全で快適な住宅地が形成できる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊地域幹線道路が拡幅整備できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊狭あい道路が拡幅整備できる。 

＊行き止まり道路が解消できる。 

＊消火活動困難地域が解消できる。 

＊公共交通の誘導に伴う交通不便地域が解消できる。 

＊歩行者・自転車通行の安全性が確保できる。 

＊市民生活の利便性が向上できる。 

№ 路 線 名 道路整備区分 整 備 手 法 

①  市道南第１号線 主要な区画道路 

道路拡幅整備 

②  市道南第３号線及び南第４号線６ 主要な区画道路 

③  市道南第３３号線 主要な区画道路 

④  市道南第３３号線７ 主要な区画道路 

⑤  市道八王子道Ａ号線 生活幹線道路 

⑥  市道南第３０号線 主要な区画道路 

⑦  市道南第２８号線 主要な区画道路 

⑧  市道南第２６号線 地域幹線道路 歩道拡幅整備 

⑨  市道南第１６号線 主要な区画道路 

道路拡幅整備 

⑩  市道南第２３号線２ 主要な区画道路 

⑪  市道南第１９号線 主要な区画道路 

⑫  市道富士見台第４０６号線 主要な区画道路 

⑬ 市道南第３６号線 地域幹線道路 

市道南第３３号線  ※完了  
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３）用途廃止された道路敷（赤道）の活用 

用途廃止された道路敷（赤道）が存在する道路整備に関しては、将来道

路計画幅員のうち、道路の中心線から２ｍまでは受益者負担として用地の

寄付を受け、それ以外の計画幅員に必要となる用地については、用途廃止

された道路敷（赤道）と付替交換することとします。 

 

４．事業規模 

道路整備を計画するに当たっては、居住区内の日常生活に密着した道路で

ある主要な区画道路の計画幅員は概ね６ｍ以上、地域幹線道路を結び交通を

円滑に処理するための道路である生活幹線道路の計画幅員は８ｍ以上、地域

幹線道路は地域の実情に沿った計画幅員でそれぞれ整備を進めます。 

なお、前記の１３路線の全体事業費の試算としては、補助金等を考慮せず

に以下のように推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 路線名 
幅員(m) 延長 

(m) 

推計事業費 

   （千円） 
備考 

認定 計画 

①  市道南第１号線 4.00 6.00 145 152,000  

②  
市道南第３号線 

及び第４号線６ 

1.78～ 

3.64 
6.00 70 72,300 

 

③ 市道南第３３号線 
3.64～ 

6.00 
6.00 108 54,600 

 

④ 市道南第３３号線７ 
4.00～ 

5.39 
6.00 76 37,600 

 

⑤ 市道八王子Ａ号線 
6.00～ 

8.00 
8.00 355 347,300 

 

⑥ 市道南第３０号線 
4.00～ 

5.78 
6.00 398 507,200 

 

⑦ 市道南第２８号線 3.64 6.00 250 310,800  

⑧ 市道南第２６号線 
9.00～ 

11.73 
11.00 591 925,800 

 

⑨ 市道南第１６号線 3.64 6.00 158 287,300  

⑩ 市道南第２３号線２ 3.64 6.00 145 50,000 
 

⑪ 市道南第１９号線 
3.64～

4.82 
6.00 208 104,600 

 

⑫ 市道富士見台第４０６号線 
3.25～ 

3.77 
6.00 120 125,700 

 

⑬  
⑭ 市道南第３６号線 5.80～ 

9.10 
9.00 250 390,000 

 
５．狭あい道路整備方針  
南部地域における計画幅員４ｍ以上道路の整備を計画的に進めるため、
平成２９（２０１７）年度に「南部地域狭あい道路整備方針」を策定しました。  
この方針に基づき対象路線の整備を進めるとともに、地権者からの用地寄
付等にかかる諸費用に関し、要綱に基づく市の支援制度を推進します。  

【新規】 

市道南第３３号線  ※完了  
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【矢川上公園整備事業】 

１．計画区域 

都市計画決定されている計画面積は、６．６ｈａになります。なお、都市

計画決定された矢川上土地区画整理事業区域に計画区域の一部が含まれてい

ます。 

 

（計画区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２．事業の概要と施策効果 

矢川上公園は、『国立市緑の基本計画』において、多様なレクリエーション

ニーズに対応する総合公園的な機能を持った地区公園に位置付けられ、また、

東京都の都市計画公園･緑地の整備方針で優先整備の重点化を図る公園に選

定されています。 

 

 この整備事業は、都市基盤の整備に関する計画に位置付けていますが、以

下の施策効果も含んでいます。 

 

第１ 総合的な土地利用の誘導 

＊防災性も考慮した緑の拠点による子どもたちの遊び場、身近なレクリエ

ーション空間の確保により良好な市街地の形成を誘導できる。 

第２ 都市基盤の整備 

＊都市計画決定された都市公園が整備できる。 

第３ 良好な住環境の整備 

＊生活に潤いのある住環境が整備できる。 

３．緑の創出及び向上（都市公園整備事業） 

矢川上土地区画整理事業
区域の計画線を修正する  

計画区域 

未整備区域 

「未整備区域」を記載する  
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表Ａで示すとおり、農地は、都市の緑地空間、市民のレクリエーションの場、

新たな人と人のつながり創出、食育を含む学習環境の醸成、防災、景観など主た

る目的である農業生産のほかにも多面な役割があるため、南部地域にとって貴重

な財産である農地を地権者の協力を得ながら保全に努めます。 

 

（表Ａ） 

 

また、農地の保全には、生産緑地の有効活用と追加指定を行うことが大切であ

り、図Ａの事例を参考に、今後、積極的に取り組みます。 

なお、第３章の総合的な土地利用形態(農地と調和した低層住宅地)の誘導実現

に向け、平成２３年８月に東京都が創設した『農の風景育成地区制度』等の現行

制度の活用に向けた検討を進めます。 

 

（図Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑 
緑地空間として貴重な存在、環境保全機能 
（ヒートアイランド現象の緩和、地下水の涵養など） 

レクリエーション 身近で楽しめるレクリエーションの場の提供（市民農園など） 

コミュニティ 新たなコミュニティの創出（援農ボランティアなど） 

教育 
農業を通じて健康で豊かな心身を育む 

（農業体験学習、農業への理解、食育など） 

防災 
災害時の身近な空間としてまちづくりに寄与 
（避難場所、延焼遮断、洪水防止機能など） 

景観・歴史文化 
潤いや安らぎのある風景の提供 
地域の農の歴史・文化を大切に引き継ぐ 

４．農地の保全と生産緑地への追加指定 

① 市民に憩いの場を提供する花の摘み取り農園 

② 植物園のように散策できる植木畑 

③ 農業体験農園 

④ 援農ボランティア活動 

⑤ 農業体験学習の推進 

⑥ 実践農業セミナーの開催 

⑦ 災害時における農地の使用等に関する取り組み 

⑧ 用水守制度の構築 

⑨ 農業公園 

 

平成２７（２０１５）年の都市農業振興基本法の施行以
来 、都市における農地の重要性が見直されることにな
り、各種の農地保全に関する制度の活用を推進するこ
とで、第３章の総合的な土地利用形態 (農地と調和し
た低層住宅地 )における農地と低層住宅地の調和を誘
導していきます。  
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南部地域の将来像の実現に向けて取り組む施策は、第２章に掲げた「総合的な土地

利用の誘導」、「都市基盤の整備」、「良好な住環境の整備」の３つの主な施策を基本に

それぞれのテーマに沿って進めます。 

本章では、本計画期間（10 年間）中における施策効果を計画的・継続的に具現化し

ていくため、現状における事業の進捗状況や市民ニーズ、地域における課題性、組織・

財政・事業規模等、事業の実施に係る諸々の条件を勘案し、優先的に取り組む必要が

ある事業を次のとおり計画します。 

 

 

 

 

 

 

崖線南側地区の都市基盤が未整備となっている地区のうち、城山南地区及び下

新田地区の２地区において、東京都から組合設立認可を受けた土地区画整理組合

が土地区画整理事業の完成に向けて施行中であることを考慮し、次の事業を継続

して進めます。【※10 年間の優先整備計画図（P55）参照】 

  

 

本地区は、平成２１年４月に東京都から組合設立認可を受け、国立市城山南

土地区画整理組合により、平成２７年３月完了に向け事業が施行されています。 

本地区の土地利用は、都市計画道路３・３・２号線沿いの道路端から２０ｍ

までが第一種住居地域であり、他は第一種低層住居専用地域に指定されており、

青柳崖線の緑や水の自然環境、さらに都市農業を支える生産緑地が多いことか

ら、崖線の緑との調和に配慮し、緑を維持・保全しながら良好な住環境の形成

を進めます。 

 

 

本地区は、平成２２年４月に東京都から組合設立認可を受け、国立市下新田

土地区画整理組合により、平成２８年３月完了に向け事業が施行されています。 

本地区は、中央自動車道国立・府中インターチェンジの東側に位置し、準工

業地域に指定されているため、周辺環境に配慮した業務系土地利用の誘導も視

野に入れた市街地の形成を進めます。 

 

  

 

 これまで、都営住宅団地は新しい都市住宅、都市文化を形成し、良好な環境の

維持に一定の役割を果たしてきました。将来行われる都営住宅団地の建替え時に

は、事業者である東京都との十分な協議を進め、住環境の保全を推進します。 

 

 

第６章 １０年間の優先整備計画 

１．土地区画整理事業の推進 

国立市城山南地区土地区画整理事業 

２．都営住宅団地建替事業の推進 

国立市下新田地区土地区画整理事業 

第１ 市街地整備計画  
１．土地区画整理事業の推進  ※完了  

平成２１（２００９）年  

平成２７（２０１５）年  

平成２２（２０１０）年  

平成２８（２０１６）年  
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昭和４３年及び昭和４５年に建設され老朽化が進んでいる都営矢川北アパー

トは、平成２５年度より建替事業を開始し、西敷地から順次事業が進められて

いきます。事業主体である東京都との連携を図るとともに、住民の目線に立っ

た事業推進を働きかけます。 

 

 

 

市街地整備事業で懸案となっている、以下の４つの事業進捗に向けて、東京都

や鉄道事業者等の公共事業施行主体と連携し、民間活用を含めて、多角的な整備

手法の検討を進めます。【※中・長期整備計画図（P57）参照】 

① 矢川上地区整備事業 

② 谷保駅南地区整備事業 

③ 矢川駅南地区整備事業 

④ インター周辺地区整備事業 

 

 

 

 

 

 

東京都・２８市町の第三次事業化計画で優先的に整備すべき路線として、南部

地域では以下の路線が選定されています。 

施行 路 線 名 区 間 
延長

（ｍ） 

都 
国立３・３・１５号線 国立３・４・１号線～ＪＲ南武線 300 

国立３・４・５号線 ＪＲ南武線～国立３・４・１６号線東側付近 290 

市 

国立３・３・１５号線 国立市富士見台四丁目～国立３・４・４号線 400 

国立３・４・３号線 国立３・３・２号線～国立市谷保字栗原 820 

国立３・４・１４号線 国立３・４・３号線～ＪＲ南武線 520 

 

選定路線のうち、市施行の都市計画道路３・４・１４号線の一部（国立 3・4・

1 号線～国立３・４・３号線）は、市民生活の利便性の向上や安全の確保のため

に、整備手法の検討も含め、事業化に向けて推進していきます。 

また、東京都施行の都市計画道路３・３・２号線は、平成２３年度に事業認可

を受け、平成２４年度より用地買収を開始し、事業認可期間内の完成に向け事業

が進められており、同じく東京都施行の都市計画道路３・４・５号線のうち都市

計画道路３・３・２号線から市道富士見台第６号線（さくら通り）までの区間は、

平成２４年度から住民説明を実施し、平成２５年度に事業認可を受け、都市計画

道路３・３・２号線と同時期の完成に向け事業が進められています。 

これらの事業については、１０年間の優先整備計画に挙げ、事業主体との連携

を図るとともに、事業を推進していきます。【※10 年間の優先整備計画図（P55）、

中・長期整備計画図（P57）参照】 

１．都市計画道路整備事業 

３．市街地整備事業の検討 

都営矢川北アパート建替事業 

第２ 道路整備計画  
東京都・特別区・26 市 2 町による東京における
都市計画道路の整備方針 （第四次事業化計
画）で優先的に整備すべき路線として、南部地
域では以下の路線が選定されています。  

昭和４３（１９６８）年  昭和４５（１９７０）年  
 

平成２５（２０１３）年度  
 

平成２４（２０１２）年度  
 

平成２４（２０１２）年度  
 

平成２３（２０１１）年度  
 

平成２５（２０１３）年度  
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道路整備の事業化へ向けては、用地の確保、生活環境の変化、厳しい財政状況

など多くの課題があります。 

しかし、南部地域には狭あい道路も多く、人や自転車の通行上非常に危険な箇

所もあり、道路の拡幅整備は行政にとっても長年の懸案となっています。 

また、事業化にあたっては、人や自転車通行の危険性、公共交通政策、防災機

能等を総合的に勘案し、中・長期的に整備が必要な路線を抽出するとともに、継

続性や財政状況等も考慮し、本計画期間中に優先的に整備すべき路線を以下のと

おりとします。【※10 年間の優先整備計画図（P55）、中・長期整備計画図（P57）

参照】 

ア．１０年間の優先的整備路線 

 

 

 

 

イ．中・長期で整備を予定する路線 

№ 路 線 名 道路整備区分 整 備 手 法 

①  市道南第１号線 主要な区画道路 
道路拡幅整備 

⑦ 市道南第２８号線 主要な区画道路 

⑧ 市道南第２６号線 地域幹線道路 歩道拡幅整備 

⑨ 市道南第１６号線 主要な区画道路 

道路拡幅整備 
⑩ 市道南第２３号線２ 主要な区画道路 

⑪ 市道南第１９号線 主要な区画道路 

⑬ 市道南第３６号線 主要な区画道路 

※①から⑦、⑨から⑪、⑬は、赤道の付替えおよび地権者の協力等による点的な

拡幅整備を行うものとします。 

 

 

 

 

 

本計画における公園整備は、緑の基本計画に基づいて、南部地域の既存公園の

整備及び拡充を基本に進めます。 

特に優先的に整備すべき事業として、故郷（ふるさと）の原風景とも言える里

山を城山一帯で再現するため、既存の城山公園、谷保の城山歴史環境保全地域お

よび国立市城山南土地区画整理事業により新たに設置された公園を中心に、古民

家や湧水・水路など南部地域の魅力を最大限に活かし、子供の居場所づくり、農

や自然にふれあう貴重な体験の場などとして城山の里山づくりを進めます。 

№ 路 線 名 道路整備区分 整 備 手 法 

③  
④ 市道南第３号線 

及び第４号線６ 
主要な区画道路 

道路拡幅整備 

③ 市道南第３３号線 主要な区画道路 

④ 市道南第３３号線７ 主要な区画道路 

⑤ 市道八王子道Ａ号線 生活幹線道路 

⑥ 市道南第３０号線 主要な区画道路 

⑫ 市道富士見台第４０６号線 主要な区画道路 

２．都市計画道路以外の道路整備事業 

１．公園整備事業（城山の里山づくり事業） 

第３ 水と緑の整備計画  

市道南第３３号線  ※完了  
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青柳崖線樹林地については、市内における緑のネットワークの骨格軸であると

とともに、生物の生息や自然景観を形成する上で大切な資源です。この樹林地を

保全するため、用地取得、自然に対する市民の関心を高め、市民との協働による

良好な維持管理を進めます。 

屋敷林については、人の生活と一体となって育まれ、自然と共生するまちづく

りを象徴するものであります。屋敷林を保全するためには、保存樹木の指定など

所有者の理解を得ながら保全及び再生に努めます。 

 

 

  

国立市の農業・農地は、市民に新鮮で安心できる農産物を提供すると共に、次

世代を担う子ども達への情操教育や生活環境に潤いを与えるなど多様な役割を果

たしています。しかしながら、近年の宅地開発により南部地域に豊かに存在して

いた農地の減少は著しいものがあります。 

農地を保全することへの社会的要請に応えていくことは、三大都市圏の市街化

区域農地が原則として宅地化されるべきとの都市計画上の位置付けなどにより大

変困難な状況にあると言えます。 

このことに対して、市では『国立市第２次農業振興計画』に基づき、農のある

まちづくりの実現と農業者の生業とした持続可能な農業に向け、さまざまな農業

振興策に取組んできました。今後も残された貴重な農地及び水路が末長く保全さ

れ、宅地と共生できるような取組が必要不可欠です。ここに農業と農地を守るこ

とを今後の南部地域のまちづくりにおける重要な課題の一つとして位置付けると

ともに、あらためて、そのための誘導策、実効的な取組について別途組織を立ち

上げて検討をしてまいります。 

 

      

 

南部地域の下水道整備は、合流及び分流汚水の整備が進み、平成６年度の人口普

及率が１００％に達しました。 

しかし、１時間当たり５０㎜を超える予想困難な局地的大雨（ゲリラ豪雨）によ

る浸水被害の可能性や下水道施設の老朽化及び耐震化などの課題が残されていま

す。そのため、『国立市下水道プラン２０１０』及び『国立市下水道総合地震対策

計画』などに基づき、次のとおり下水道施設の整備に進めます。【※雨水排水整備

計画図（P59）参照】 

 

 

 

平成９（1997）年の兵庫県南部地震を受けて、下水道施設の耐震設計基準が制

定されました。しかし、それ以前に整備された下水道施設（管きょ）については

地震対策が十分とは言えない状況にあります。そのため、平成２０（2008）年度

に策定された『国立市下水道総合地震対策計画』に基づき、平成２１（2009）年

度から既設人孔と管きょとの取付部の耐震化工事を進めています。 

１．地震対策 

２．青柳崖線樹林地及び屋敷林の保全 

３．農地及び水路の保全 

第４ 下水道整備計画  

都市農地の保全にあっては、平成 ２７（２０１５）年 の
都市農業振興基本法の施行以来 、各種 の農地保
全に関する制度の創設、見直しが進められ、都市にお
ける農地の重要性が見直され、都市農地の保全が求
められています。  
このことに対して、市では『国立市第３次農業振興計
画 』に基づき、農のあるまちづくりの実現と農業者の生
業とした持続可能な農業に向け、さまざまな農業振興
策に取組んでいます。今後も残された貴重な農地及び
水路が末長く保全され、宅地と共生できるような取組
が必要不可欠です。ここに農業と農地を守ることを今
後の南部地域のまちづくりにおける重要な課題の一つ
として位置付けるとともに、あらためて、そのための誘導
策、実効的な取組をしてまいります。  

平成６（１９９４）年度  
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下水道施設（管きょ）の標準耐用年数は５０年とされていますが、市内では４

０年以上経年し老朽化が進んでいるものもあります。下水道施設（管きょ）の補

修・改築には、多大な費用がかかるため、計画的・継続的に実施します。 

特に、下水道施設の国立市南部中継ポンプ場については、平成２４（2012）年

度に『国立市南部中継ポンプ場の長寿命化基本計画』を策定し、平成２５（2013）

年度には実施計画を策定して下水道施設の長寿命化を進めています。 

また、下水道施設（管きょ）については、平成２７（2015）年度から調査を行

い、平成２８（2016）年度から長寿命化の実施計画に取り組みます。 

 

 

 

合流および分流汚水の人口普及率は１００％ですが、分流区域の雨水排水施設

は、平成２３（2011）年度末時点での雨水施設整備率は市内全域で約５６％に留

まっており、台風、局地的大雨等による浸水被害の恐れが残っています。 

平成２２（2010）年度に策定された『国立市下水道プラン』に基づき、雨水浸

透ますの設置など浸水対策を進めるととともに、分流区域の雨水排水施設の整備

を進めます。 

雨水排水施設の整備箇所は、雨水排水整備計画図（P59）の箇所とし、整備計画

箇所を実施した場合には、雨水施設整備率は約６２％になります。 

 

 

 

南部地域の町名地番は、小字地域の飛地があること、地番が順序良く符号されて

いないこと、地番が１番から９０００番台まであり入り乱れており非常に分かりに

くく、この混乱を避けるため字名と地番を分かりやすく整理し、行政、交通、通信

等の日常生活の不便を解消するため、平成２年３月の国立市町名整理審議会からの

答申に基づき策定した「国立市町界町名に関する基本方針」により町名地番整理を

実施します。 

この基本方針に沿って、平成２６年度には、土地区画整理事業の進捗に合わせて、

城山南周辺地区に泉五丁目を新設する町名地番整理を６月に実施し、下新田周辺地

区に谷保六丁目を新設する町名地番整理を実施中です。 

また、平成２７年度以降は、町名地番未整備地区の中から区画整理事業が実施済

みで周辺地区の町名地番整理が未実施となっている谷保七丁目地区、青柳二丁目、

一部実施済の青柳三丁目、泉三丁目の各未実施地区の町名地番整理を実施します。 

なお、谷保地区、青柳地区、矢川地区の未実施地区について、計画的に順次実施

します。【※10 年間の優先整備計画図（P55）参照】 

２．老朽化対策 

３．浸水対策 

第５ 町名地番整理  

平成２３（2011）年度末時点で雨水施設整備率が約５２％  

南部地域の町名地番は、小字地域の飛地があること、地番が順序
良く符号されていないこと、地番が１番から９０００番台まであり入 り乱
れており非常に分かりにくいことなどから、字名と地番を分かりやすく整
理し、行政、交通、通信等の日常生活の不便を解消するため、平成
２（１９９０）年３月に国立市町名整理審議会からの答申を受けて「国
立市町界町名に関する基本方針」を策定しました。  
この基本方針に基づき、町名地番整理を計画的に順次実施します。  

特に、下水道施設の国立市南部中継ポンプ場については、平
成２４（２０１２）年度に『国立市南部中継ポンプ場長寿命化
計画』を策定し、下水道施設の長寿命化を進めています。  
また、管路施設については、平成２９（２０１７）年度に国立市
公共下水道ストックマネジメント基本計画を策定し、調査や施
設の改築に取り組みます。  


